
建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準 

 

（目的）                              

第１条 この運用基準は、徳島市入札後審査型条件付一般競争入札実施要綱第１条に規定

する一般競争入札及び徳島市条件付公募型指名競争入札実施要綱第１条に規定する公募

型指名競争入札（以下「一般競争入札等」という。）に係る業者の選定について、別に定

めるもののほか、必要な事項を定め、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。 

（対象となる工事） 

第２条 この運用基準の対象となる工事は、一般競争入札等に係る工事とする。 

（業者数） 

第３条 業者数は概ね２０業者程度とする。ただし、特別な技術を要する工事等特に理由が

あると認められる場合及び特定建設工事共同企業体取扱要綱に該当する場合はこの限り

でない。 

（参加条件） 

第４条 一般競争入札等に参加できる業者は、特別な技術を要する工事及び他の要綱等で

規定のあるものを除き、原則として徳島市内に建設業法（昭和２４年法律第１００号）上

の主たる営業所（以下「本店」という。）を有する業者（以下「市内業者」という。）とす

る。 

（市内業者の参加資格） 

第５条 一般競争入札等に参加できる市内業者の工種ごとの等級等の取扱いは、次のとお

りとする。ただし、特別な技術を要する工事等特に理由があると認められる場合はこの限

りでない。 

 ⑴ 一般競争入札等に参加できる業者は、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札参加資格審査要綱（以下「参加資格審査要綱」という。）により作成され

た本市の有資格者名簿（以下「登録業者名簿」という。）に２年以上継続して登載され

ている業者とする。ただし、推進工事については、徳島市推進工事請負業者選定基準に

より作成された本市の有資格者名簿（以下「推進工事登録業者名簿」という。）に１年

以上継続して登載されている業者とする。なお、徳島市上下水道局推進工事請負業者選

定基準により作成された有資格者名簿での登載期間も含むものとする。 

 ⑵ 徳島市建設工事請負業者選定要綱（以下「選定要綱という。）で等級を定める工種の

うち土木一式工事及び建築一式工事を除く工種については、選定要綱別表第２に定め

る工種ごとの等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加することができる。

ただし、当該等級の業者（この業者選定運用基準に基づいて、当該一般競争入札等の参

加資格を有する者に限る。）の数が１２に満たない場合は、当該等級より上位の等級の

者を入札に参加させるものとする。 

 ⑶ 土木一式工事及び建築一式工事については、工事予定箇所が属する別表第１又は別



表第２で定める地区に本店を有する業者とし、選定要綱別表第２に定める工種ごとの

等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加することができる。ただし、別表

第１又は別表第２に定める地区に本店を有する登録業者名簿に登載された業者であっ

て、選定要綱別表第２に定める等級別標準発注金額に対応する等級を有する業者（この

業者選定運用基準に基づいて、当該一般競争入札等の参加資格を有する者に限る。）の

数が１２に満たない地区が生じた場合は、参加資格審査要綱第６条に規定する資格の

有効期間経過後に別表第１又は別表第２に定める地区を変更するものとする。 

⑷ 選定要綱で等級の定めのない工種については、登録業者名簿に当該工種で登載され

ている業者とする。 

⑸ 推進工事については、推進工事登録業者名簿に登載されている業者とし、徳島市推進

工事請負業者選定基準第７条及び同基準別表の規定により定める区分ごとの標準発注

金額の範囲内の予定価格の案件に参加することができる。ただし、当該区分の業者（こ

の業者選定運用基準に基づいて、当該一般競争入札等の参加資格を有する者に限る。）

の数が１２に満たない場合は、当該区分より上位区分の者を参加させるものとする。 

 ⑹ 空調工事については、管工事で登録業者名簿に登載されている業者とし、選定要綱別

表第２に定める管工事の等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加するこ

とができる。 

 ⑺ 浄化槽設置工事については、管工事で登録業者名簿に登載されている業者のうち、徳

島県の特例浄化槽設置工事業者登録をしている業者とし、選定要綱別表第２に定める

浄化槽設置工事の等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加することがで

きる。 

⑻ 交通安全施設工事及び道路区画線工事については、それぞれ土木一式工事、塗装工事

で登録業者名簿に登載されている業者とし、選定要綱別表第２に定めるそれぞれ土木

一式工事、塗装工事の等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加すること

ができる。 

⑼ 排水設備工事については、水道施設工事で登録業者名簿に登載されている業者であ

って、徳島市公共下水道事業条例（昭和３７年６月３０日条例第２３号）第５条の規定

による排水設備指定工事店の指定を受けている業者とし、選定要綱別表第２に定める

水道施設工事の等級別標準発注金額の範囲内の予定価格の案件に参加できる。 

２ 特殊な工法を用いた工事又は専門性が高いと認められる工事について、一般競争入札

等に参加できる市内業者は、原則として過去１０年間において、同種の工事の元請実績若

しくは下請実績、共同企業体における代表者若しくは構成員としての元請実績、徳島市が

実施した一般競争入札の参加実績（参加資格を有しなかった場合を除く。）又は徳島市の

指名実績のいずれかを有することとする。 

３ 一般競争入札等に参加できる市内業者は、現に効力を有する競争入札参加資格に係る

参加資格審査要綱第５条第１項及び第６条第１項に規定する資格に関する格付において



使用した経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（以下「格付時の経審通知書」

という。）又は当該一般競争入札等参加申請時における最新の経営規模等評価結果通知書

及び総合評定値通知書（以下「最新の経審通知書」という。）のいずれかにおいて、当該

工事と同一工種の平均年間完成工事高の額が５００万円を超えていなければならないも

のとする。この場合において、交通安全施設工事、道路区画線工事、空調工事、浄化槽設

置工事及び排水設備工事にあっては、それぞれ土木一式工事、塗装工事、管工事、管工事、

水道施設工事に係る格付時の経審通知書又は最新の経審通知書のいずれかにおいて、当

該工事と同一工種の平均年間完成工事高の額が５００万円を超えていなければならない

ものとする。 

（市外業者の参加資格） 

第６条 一般競争入札等に参加できる市外業者の取扱いは次のとおりとする。 

 ⑴ 当該工事の工種に応じた登録業者名簿に登載されていることとする。 

⑵ 土木一式工事及び建築一式工事については、最新の経審通知書における当該工事と

同一工種の総合評定値が１３００点以上であることとする。 

 ⑶ 土木一式工事及び建築一式工事以外の工事については、最新の経審通知書における

当該工事と同一工種の総合評定値が１２００点以上であることとする。 

 ⑷ 第２号に規定にかかわらず、推進工事、交通安全施設工事については、最新の経審通

知書における土木一式工事の総合評定値が１３００点以上であることとする。 

 ⑸ 第３号の規定にかかわらず、道路区画線工事、空調工事、浄化槽設置工事及び排水設

備工事については、それぞれ塗装工事、管工事、管工事、水道施設工事の最新の経審通

知書における総合評定値が１２００点以上であることとする。 

２ 一般競争入札等に参加できる市外業者は、特殊な工法を用いた工事又は専門性が高い

と認められる工事について、原則として過去１０年間に同種の工事の元請実績又は共同

企業体における代表者としての元請実績のいずれかを有することとする。 

３ 一般競争入札等に参加できる市外業者は、最新の経審通知書における当該工事と同一

工種の平均年間完成工事高の額が予定価格を超えていることとする。ただし、推進工事、

交通安全施設工事、道路区画線工事、空調工事、浄化槽設置工事及び排水設備工事につい

ては、それぞれ土木一式工事、土木一式工事、塗装工事、管工事、管工事、水道施設工事

に係る最新の経審通知書における当該工事と同一工種の平均完成工事高の額が予定価格

を超えていることとする。 

（市内業者の参加資格の特例） 

第７条 公告の日が属する年度（公告の日が４月１日から５月３１日の場合は、公告の日が

属する年度の前年度）（以下「工事発注年度）という。）に登録業者名簿に登載されている

市内業者は、第５条第１項第１号の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

 ⑴ 公告の日の２年前の日に登録業者名簿に登載されていた市内業者が、その後１年未

満の登録業者名簿への非登載期間の後、再度登録業者名簿に市内業者として登載され



た場合、一般競争入札に参加できることとする。 

 ⑵ 工事発注年度の前年度を含み連続して３年度以上登録業者名簿に市内業者として登

載されていた場合、一般競争入札に参加できることとする。 

 ⑶ 工事発注年度の前年度に登録業者名簿に登載されていなかったが、工事発注年度の

前々年度を含み連続して２年度以上登録業者名簿に市内業者として登載されていた場

合、一般競争入札に参加できることとする。 

 ⑷ 工事発注年度の前々年度に登録業者名簿に登載されていなかったが、その前年度を

含み連続して２年度以上登録業者名簿に市内業者として登載され、かつ、工事発注年度

の前年度に登録業者名簿に市内業者として登載されていた場合、一般競争入札に参加

できることとする。 

 ⑸ 推進工事については、公告の日の１年前の日に推進工事登録業者名簿に登載されて

いた市内業者が、その後１年未満の登録業者名簿への非登載期間の後、再度推進工事登

録業者名簿に市内業者として登載された場合、推進工事の一般競争入札に参加できる

こととする。また、工事発注年度の前年度を含み連続して２年度以上推進工事登録業者

名簿に市内業者として登載されていた場合、推進工事の一般競争入札に参加できるこ

ととする。 

２ 舗装工事、道路区画線工事及び機械器具設置工事の一般競争入札等に参加できる市内

業者は、第５条の規定にかかわらず、次のとおり取り扱うものとする。 

 ⑴ 舗装工事については、下記の舗装機械を保有していなければ、一般競争入札等に参加

することができない。 

  ア アスファルトフィニッシャー（２．４ｍ級以上） 

  イ タイヤローラー 

  ウ モータグレーダー 

  エ マカダムローラー 

 ⑵ 道路区画線工事については、下記の特殊機械を保有していなければ、一般競争入札等

に参加することができない。 

  ア ニーダー車 

  イ センターライナー 

  ウ 手引きライナー 

  エ プライマー 

  オ ライン抹消機 

 ⑶ 機械器具設置工事については、下記の機械設備を保有していなければ、一般競争入札

等に参加することができない。 

  ア ２トン級以上のクレーン設備（例えば天井クレーン・門形クレーン等） 

  イ 金属工作機械（例えば旋盤、切断機、折曲機、プレス機等） 

ウ 溶接機（例えばアーク溶接機、特殊溶接機、自動溶接機、電子ビーム溶接機等） 



エ トラック類（例えばクレーントラック、フォークリフト、トラック等） 

３ 解体工事において、非飛散性アスベストを含有する建材等がある建物等を解体する場  

合は、石綿障害予防規則に規定する作業主任者を雇用していなければ一般競争入札等に

参加することができない。 

４ 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、機械器具設置工事、管工事及び空調工事につ

いては、第５条第３項の規定に下記の条件を加えて取り扱うものとする。 

 ⑴ 選定要綱別表第１に定められている土木一式工事の等級が特Ａ、Ａ又はＢの業者に

ついて、当該工事の予定価格が５千万円以上の場合、格付時の経審通知書又は最新の経

審通知書における土木一式工事の平均年間完成工事高に２を乗じて得た額が予定価格

を超えていることとする。 

 ⑵ 選定要綱別表第１に定められている建築一式工事の等級が特Ａ又はＡの業者につい

て、当該工事の予定価格が９千万円以上の場合、格付時の経審通知書又は最新の経審通

知書における建築一式工事の平均年間完成工事高に２を乗じて得た額が予定価格を超

えていることとする。 

 ⑶ 舗装工事について、格付時の経審通知書又は最新の経審通知書における舗装工事の

平均年間完成工事高に２を乗じて得た額が予定価格を超えていることとする。 

 ⑷ 機械器具設置工事、管工事及び空調工事について、第５条第２項に規定する実績を有

するものとする。 

５ 工事予定箇所に係る土地又は工事予定箇所に接する土地を所有する市内業者について、

土木一式工事及び建築一式工事に限り、工事予定箇所の属する別表第１又は別表第２に

定める地区に本店を有するものとみなす。この場合において、工事予定箇所に係る土地又

は工事予定箇所に接する土地を所有する者は、当該市内業者又は当該市内業者の代表者

に限るものとし、当該市内業者又は当該市内業者の代表者以外の者の名義による所有は、

工事予定箇所に係る土地又は工事予定箇所に接する土地を所有する市内業者に該当しな

いものとする。 

６ 本店所在地を現在地に移転した業者に係る第５条第１項第３号の適用については、現

在地に本店を移転してから１年以上経過している場合に限り、工事予定箇所が属する別

表第１又は別表第２で定める地区に本店を有するものとし、現在地に本店を移転してか

ら１年以上経過していない場合は、別表第１又は別表第２の適用については、移転前の所

在地に本店を有するものとみなす。ただし、本店所在地を徳島市内から徳島市外に移転し

た場合については本項本文の規定を適用しないものとする。 

７ 徳島市外から徳島市内に本店所在地を移転した業者については、徳島市内に本店の所

在地を移転した後２年以上経過していなければ、市内業者として当該一般競争入札等（推

進工事に係るものを除く。）に参加できないものとする。 

（市外業者の参加資格の特例） 

第８条 第６条第１項の規定にかかわらず、該当する業者数が第３条に規定する業者数に  



満たない場合は、最新の経審通知書における当該工事と同一工種の総合数値を引き下げ

るものとする。 

（その他） 

第９条 この運用基準に定めのない事項については、そのつど市長がこれを定める。 

 

   附 則 

この運用基準は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この運用基準は、平成１９年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の運用基準は、この附則の施行の日（以下「施行日」という。）以降に公告又は

情報開示した工事から適用し、施行日前に公告又は情報開示した工事については、なお、

従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２０年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２１年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２２年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この告示は、平成２４年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２６年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開 

示した工事については、なお、従前の例による。 

   附 則 

  この告示は、平成２８年６月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３１年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 



 附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の建設工事の一般競争入札等に係る業者選定運用基準は、この

告示の施行の日以降に公告又は情報開示した工事から適用し、同日前に公告又は情報開

示した工事については、なお、従前の例による。 

 

  



別表第１（５千万円未満の土木工事の地区表） 

地区名 区域 

内町・新町・西富田・東富田・渭北

地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている内町地区、新町地区、西富田地区、

東富田地区及び渭北地区の区域 

昭和・津田地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている昭和地区及び津田地区の区域 

渭東・沖洲地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている渭東地区及び沖洲地区の区域 

佐古・加茂・不動・応神地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている佐古地区、加茂地区、不動地区及び

応神地区の区域 

加茂名北・加茂名南地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている加茂名地区の区域 

八万・上八万東地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている八万地区及び上八万町のうち西地、

川西の一部を除いた区域 

勝占東・勝占西・多家良（八多・丈

六・渋野）・多家良（多家良・飯谷）

地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている勝占地区及び多家良地区の区域 

上八万西・入田地区 一宮町、下町、上八万町のうち西地、川西の一部の

区域及び徳島市の地区の名称及び区域を定める規

則別表に規定されている入田地区の区域 

川内北・川内南地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている川内地区の区域 

国府北・国府南・南井上・北井上地

区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている国府地区、南井上地区及び北井上地

区の区域 

備考 この表の区域の欄の表示に「何々の一部」と表示した町等の区域については、別に定

める図面による。 



別表第１（５千万円以上６千万円未満の土木工事の地区表） 

地区名 区域 

内町・新町・西富田・東富田・渭北・

昭和・津田・渭東・沖洲地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

別表に規定されている内町地区、新町地区、

西富田地区、東富田地区、渭北地区、昭和地

区、津田地区、渭東地区及び沖洲地区の区域 

佐古・加茂・加茂名北・加茂名南・不

動・応神・川内北・川内南地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

別表に規定されている佐古地区、加茂地区、

加茂名地区、不動地区、応神地区及び川内地

区の区域 

八万・上八万東・勝占東・勝占西・多

家良（八多・丈六・渋野）・多家良（多

家良・飯谷）・上八万西・入田・国府

北・国府南・南井上・北井上地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

別表に規定されている八万地区、上八万地

区、勝占地区、多家良地区、入田地区、国府

地区、南井上地区及び北井上地区の区域 

 

 

別表第１（６千万円以上８千万円未満の土木工事の地区表） 

地区名 区域 

内町・新町・西富田・東富田・渭北・

昭和・津田・渭東・沖洲・勝占東・勝

占西・多家良（八多・丈六・渋野）・

多家良（多家良・飯谷）地区  

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

別表に規定されている内町地区、新町地区、

西富田地区、東富田地区、渭北地区、昭和地

区、津田地区、渭東地区、沖洲地区、勝占地

区及び多家良地区の区域 

佐古・加茂・加茂名北・加茂名南・八

万・上八万東・上八万西・入田・不動・

応神・川内北・川内南・国府北・国府

南・南井上・北井上地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

別表に規定されている佐古地区、加茂地区、

加茂名地区、八万地区、上八万地区、入田地

区、不動地区、応神地区、川内地区、国府地

区、南井上地区及び北井上地区の区域 

 

８千万円以上の土木工事の地区については全市が対象となる。 

 

 



別表第２（５千万円未満の建築工事の地区表） 

地区名 区域 

内町・新町・西富田・東富田・昭和

地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている内町地区、新町地区、西富田地区、

東富田地区及び昭和地区の区域 

渭東・沖洲・渭北・加茂地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている渭東地区、沖洲地区、渭北地区及び

加茂地区の区域 

佐古・加茂名地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている佐古地区及び加茂名地区の区域 

津田・八万・勝占・多家良地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている津田地区、八万地区、勝占地区及び

多家良地区の区域 

上八万・入田・不動・国府・南井上・

北井上地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている上八万地区、入田地区、不動地区、

国府地区、南井上地区及び北井上地区の区域 

川内北・川内南・応神地区 徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている川内地区及び応神地区の区域 

 

別表第２（５千万円以上８千万円未満の建築工事の地区表） 

地区名 区域 

内町・新町・西富田・東富田・昭和・

渭東・沖洲・渭北・加茂・川内北・

川内南・応神地区 

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている内町地区、新町地区、西富田地区、

東富田地区、昭和地区、渭東地区、沖洲地区、渭北

地区、加茂地区、川内地区及び応神地区の区域 

佐古・加茂名・津田・八万・勝占・

多家良・上八万・入田・不動・国府・

南井上・北井上地区  

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則別表に

規定されている佐古地区、加茂名地区、津田地区、

八万地区、勝占地区、多家良地区、上八万地区、入

田地区、不動地区、国府地区、南井上地区及び北井

上地区の区域 

 

８千万円以上の建築工事の地区については全市が対象となる。 

 


